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23-8 「工場立法」での資本の譲歩と改良と革命（新たな社会の形成要素と古い社会の変

革契機） 重要!!

「工場立法は、資本からやっともぎ取った最初の譲歩として、ただ初等教育を工場労働と

結びつけるだけだとしても、少しも疑う余地のないことは、労働者階級による不可避的な

政権獲得は理論的および実際的な技術教育のためにも労働者学校のなかにその席を取って

やるであろうということである。また同様に疑う余地のないことは、資本主義的生産形態

とそれに対応する労働者の経済的諸関係はこのような変革の酵素と古い分業の廃棄という

その目的とに真正面から矛盾するということである。とはいえ、一つの歴史的な生産形態

の諸矛盾の発展は、その解体と新形成とへの唯一の歴史的な道である」(大月版『資本論』

①P635)

「労働者階級の肉体的精神的保護手段として工場立法の一般化が不可避になってきたとす

れば、それはまた他方では、すでに示唆したように、矮小規模の分散的な労働過程から大

きな社会的規模の結合された労働過程への転化を、したがって資本の集積と工場制度の単

独支配とを、一般化し促進する。工場立法の一般化は、資本の支配をなお部分的におおい

隠している古風な形態や過渡形態をことごとく破壊して、その代わりに資本の直接のむき

出しの支配をもってくる。したがってまた、それはこの支配にたいする直接の闘争をも一

般化する。それは、個々の作業場では均等性、合則性、秩序、節約を強要するが、他方で

は、労働日の制限と規制とが技術に加える非常な刺激によって、全体としての資本主義的

生産の無政府性と破局、労働の強度、機械と労働者との競争を増大させる。それは、小経

営や家内労働の諸部面を破壊するとともに、「過剰人口」の最後の逃げ場を、したがって

また社会機構全体の従来の安全弁をも破壊する。それは、生産過程の物質的諸条件および

社会的結合を成熟させるとともに、生産過程の資本主義的形態の矛盾と敵対関係とを(成

熟させ──青山加筆)、したがってまた同時に新たな社会の形成要素と古い社会の変革契

機とを成熟させる。」(大月版『資本論』①P653-654)


